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特
定
非
営
利
活
動
法
人
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定
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変
更
認
証
申
請
…
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…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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一

大
規
模
小
売
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に
関
す
る
届
出
事
項
の
変
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の
届
出
…
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…
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指
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保
安
林
（
二
件
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五

建
築
基
準
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よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

公

告

競
争
入
札
参
加
者
の
資
格
に
関
す
る
公
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六

一
般
競
争
入
札
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

正

誤

平
成
二
十
九
年
六
月
九
日
付
け
大
分
県
報
第
二
八
八
八
号
に
登
載
の
大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

（
港
湾
隣
接
地
域
の
指
定
に
関
す
る
公
聴
会
）
中
の
訂
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

大
分
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

変
更
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
三
十
日

二

変
更
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人

ア
ク
テ
ィ
ブ
ガ
イ
ド

三

代
表
者
の
氏
名

河

野

勢

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

由
布
市
湯
布
院
町
川
南
六
十
七
番
地
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
国
内
や
海
外
の
企
業
に
対
し
、
ビ
ジ
ネ
ス
に
関
す
る
情
報
収
集
、
講
演
や
セ
ミ
ナ
ー
、

ビ
ジ
ネ
ス
パ
ー
ト
ナ
ー
の
紹
介
・
斡
旋
・
代
理
・
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
ま
た
、

建
築
関
係
の
知
識
・
技
術
を
通
じ
て
、
消
費
者
に
対
す
る
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
、
そ
の
ほ
か
、
資
格
取
得
・

独
立
起
業
・
留
学
な
ど
の
職
業
能
力
開
発
に
積
極
的
な
活
動
に
取
り
組
む
人
々
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
学
術
の

振
興
、
国
際
協
力
、
経
済
活
動
の
活
性
化
、
環
境
保
全
な
ど
に
取
り
組
み
、
活
気
あ
る
社
会
づ
く
り
に
寄

与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

六

定
款
変
更
の
内
容

役
員
に
関
す
る
事
項
の
変
更

会
議
に
関
す
る
事
項
の
変
更

資
産
及
び
会
計
に
関
す
る
事
項
の
変
更

定
款
の
変
更
に
関
す
る
事
項
の
変
更

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

イ
オ
ン
モ
ー
ル
三
光

中
津
市
三
光
佐
知
千
三
十
二

２

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉

田

昭

夫

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

３

変
更
し
た
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

イ
オ
ン
九
州
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柴

田

祐

司

平
成
二
十
九
年

第

二

八

八

九

号

六

月

十

三

日

( 火 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

一



福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
二
丁
目
九
番
十
一
号

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ブ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

上

田

稔

夫

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
三
―
六
十
―
七

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド

代
表
取
締
役

上

山

健

二

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
一

株
式
会
社
リ
ン
ク
イ
ッ
ト

代
表
取
締
役

森

健
太
郎

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
山
王
一
―
二
―
三
十

株
式
会
社
ワ
コ
ー
ル

代
表
取
締
役

塚

本

能

交

京
都
府
京
都
市
南
区
吉
祥
院
中
島
町
二
十
九
番
地

株
式
会
社
パ
レ
モ

代
表
取
締
役
社
長

吉

田

馨

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地

イ
ト
キ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

辻

村

章

夫

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
二
丁
目
四
番
二
十
五
号

株
式
会
社
夢
や

代
表
取
締
役

小

向

誠

一

香
川
県
高
松
市
朝
日
新
町
十
七
番
二
十
号

株
式
会
社
プ
ラ
ス
ハ
ー
ト

代
表
取
締
役

松

尾

正

司

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
北
浜
一
丁
目
九
番
九
号

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
・
ソ
ノ
ヤ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山

下

孝

司

中
津
市
新
博
多
町
千
七
百
二
十
三
―
一

株
式
会
社
東
京
デ
リ
カ

代
表
取
締
役

木

山

剛

史

東
京
都
葛
飾
区
新
小
岩
一
―
四
十
八
―
一

株
式
会
社
め
の
や

代
表
取
締
役

新

宮

寛

人

島
根
県
松
江
市
嫁
島
町
十
四
―
十
三

Ａ
ｓ
―
ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

丸

山

雅

史

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
三
丁
目
二
十
番
二
号

株
式
会
社
シ
ー
ズ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

代
表
取
締
役

関

好

邦

東
京
都
練
馬
区
南
田
中
四
丁
目
四
番
五
号

株
式
会
社

プ
ラ
ザ
ク
リ
エ
イ
ト
ス
ト
ア
ー
ズ

代
表
取
締
役

大

島

康

広

東
京
都
中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
号

株
式
会
社
ベ
ベ

代
表
取
締
役

岡

本

吉

史

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
二

春
夏
秋
冬
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長

夏

秋

俊

宏

福
岡
県
久
留
米
市
東
合
川
五
丁
目
三
番
八
号

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役

矢

野

博

丈

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
―
四
―
十
四

株
式
会
社
チ
ヨ
ダ

代
表
取
締
役

舟

橋

浩

司

東
京
都
杉
並
区
成
田
東
四
丁
目
三
十
九
番
八
号

株
式
会
社
未
来
屋
書
店

代
表
取
締
役

羽

牟

秀

幸

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
六
番
地

有
限
会
社
リ
ボ
リ

代
表
取
締
役

福

田

一

芳

福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
大
字
下
別
府
千
六
百
八
十
番
地
一

株
式
会
社
ヨ
ネ
ザ
ワ

代
表
取
締
役
社
長

米

澤

房

朝

熊
本
県
熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
六
丁
目
一
番
三
十
八
号

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

二



株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

森

崎

崇

福
岡
県
福
岡
市
城
南
区
茶
山
一
―
一
―
二

株
式
会
社
ア
ロ
ー

代
表
取
締
役

今

枝

淳

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
三
丁
目
二
十
二
番
八
号

株
式
会
社
ザ
・
ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

大

野

禄
太
郎

東
京
都
中
央
区
京
橋
一
丁
目
十
一
番
二
号

株
式
会
社
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
ド
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役
社
長

白

川

篤

典

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区
上
社
一
丁
目
九
百
一
番
地

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン

代
表
取
締
役

横

内

達

治

茨
城
県
つ
く
ば
市
吾
妻
一
―
十
一
―
一

株
式
会
社
ハ
ニ
ー
ズ

代
表
取
締
役

江

尻

義

久

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
七
本
松
二
十
七
―
一

株
式
会
社
キ
ャ
ン
パ
ス

代
表
取
締
役

山

本

長

作

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
下
曽
根
一
―
十
四
―
十
九

株
式
会
社
オ
オ
エ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

大

江

純

正

大
阪
府
大
阪
市
福
島
区
海
老
江
一
丁
目
十
番
九
号

有
限
会
社
ベ
イ
シ
ッ
ク

代
表
取
締
役

小

畑

孝

治

宇
佐
市
大
字
川
部
千
二
十
五
番
地
の
一

む
じ
ゃ
き
な
天
使

瀬

口

美

香

中
津
市
中
央
町
二
丁
目
八
番
二
十
八
号

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ

代
表
取
締
役

指

田

努

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
―
三
十
二
―
十
三

株
式
会
社
谷
呉
服
店

代
表
取
締
役

谷

も
と
子

福
岡
県
筑
紫
野
市
二
日
市
中
央
二
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
ジ
ー
ユ
ー

代
表
取
締
役

柚

木

治

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ

松

本

圭

司

中
津
市
大
字
永
添
八
―
五
メ
ゾ
ン
ウ
ェ
ー
ブ
Ａ
棟
百
一
号
室

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉

田

昭

夫

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

変
更
後

イ
オ
ン
九
州
株
式
会
社

代
表
取
締
役

柴

田

祐

司

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
二
丁
目
九
番
十
一
号

株
式
会
社
フ
ァ
イ
ブ
・
フ
ォ
ッ
ク
ス

代
表
取
締
役

上

田

稔

夫

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
三
―
六
十
―
七

株
式
会
社
ワ
ー
ル
ド

代
表
取
締
役

上

山

健

二

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
一

株
式
会
社
リ
ン
ク
イ
ッ
ト

代
表
取
締
役

森

健
太
郎

福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
山
王
一
―
二
―
三
十

株
式
会
社

輝
幸

代
表
取
締
役

重

久

忠

行

鹿
児
島
県
鹿
児
島
市
西
千
石
町
七
番
十
号

株
式
会
社
ワ
コ
ー
ル

代
表
取
締
役

安

原

弘

展

京
都
府
京
都
市
南
区
吉
祥
院
中
島
町
二
十
九
番
地

株
式
会
社
パ
レ
モ

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

三



代
表
取
締
役
社
長

吉

田

馨

愛
知
県
稲
沢
市
天
池
五
反
田
町
一
番
地

イ
ト
キ
ン
株
式
会
社

代
表
取
締
役

前

田

和

久

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
久
太
郎
町
二
丁
目
四
番
二
十
五
号

株
式
会
社
夢
や

代
表
取
締
役

小

向

誠

一

東
京
都
渋
谷
区
代
々
木
三
丁
目
三
十
八
番
九
号

株
式
会
社
Ａ
Ｌ
Ｏ

代
表
取
締
役

矢

野

博

丈

大
阪
府
大
阪
市
南
船
場
三
丁
目
十
番
三
号

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
・
ソ
ノ
ヤ
株
式
会
社

代
表
取
締
役

山

下

孝

司

中
津
市
新
博
多
町
千
七
百
二
十
三
―
一

株
式
会
社
東
京
デ
リ
カ

代
表
取
締
役

木

山

剛

史

東
京
都
葛
飾
区
新
小
岩
一
―
四
十
八
―
一

株
式
会
社
め
の
や

代
表
取
締
役

新

宮

寛

人

島
根
県
松
江
市
嫁
島
町
十
四
―
十
三

Ａ
ｓ
―
ｍ
ｅ
エ
ス
テ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

丸

山

雅

史

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
四
丁
目
三
番
十
三
号

株
式
会
社
シ
ー
ズ
・
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ

代
表
取
締
役

関

好

邦

東
京
都
練
馬
区
南
田
中
四
丁
目
四
番
五
号

株
式
会
社
ス
ト
ラ
イ
プ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル

代
表
取
締
役

石

川

康

晴

岡
山
県
岡
山
市
北
区
幸
町
二
―
八

株
式
会
社
プ
ラ
ザ
ク
リ
エ
イ
ト
ス
ト
ア
ー
ズ

代
表
取
締
役

大

島

康

広

東
京
都
中
央
区
晴
海
一
丁
目
八
番
十
号

株
式
会
社
ベ
ベ

代
表
取
締
役

岡

本

吉

史

兵
庫
県
神
戸
市
中
央
区
港
島
中
町
六
丁
目
八
番
二

株
式
会
社
西
松
屋
チ
ェ
ー
ン

代
表
取
締
役

大

村

禎

史

兵
庫
県
姫
路
市
飾
東
町
庄
二
百
六
十
六
番
地
の
一

株
式
会
社
チ
ヨ
ダ

代
表
取
締
役

舟

橋

浩

司

東
京
都
杉
並
区
成
田
東
四
丁
目
三
十
九
番
八
号

株
式
会
社
大
創
産
業

代
表
取
締
役

矢

野

博

丈

広
島
県
東
広
島
市
西
条
吉
行
東
一
―
四
―
十
四

株
式
会
社
コ
ー
ワ
ペ
ッ
ツ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

服

部

章

平

愛
知
県
あ
ま
市
西
今
宿
郷
内
二
二
十
番
地

株
式
会
社
未
来
屋
書
店

代
表
取
締
役

羽

牟

秀

幸

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
六
番
地

有
限
会
社
リ
ボ
リ

代
表
取
締
役

福

田

一

芳

福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
大
字
下
別
府
千
六
百
八
十
番
地
一

株
式
会
社
ヨ
ネ
ザ
ワ

代
表
取
締
役
社
長

米

澤

房

朝

熊
本
県
熊
本
市
中
央
区
水
前
寺
六
丁
目
一
番
三
十
八
号

株
式
会
社
グ
ロ
ー
バ
ル
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役

齊

藤

一

真

福
岡
県
福
岡
市
城
南
区
茶
山
一
―
一
―
二

有
限
会
社
ス
テ
ッ
プ
ワ
ン

代
表
取
締
役

末

松

健

司

福
岡
県
築
上
郡
築
上
町
大
字
松
丸
四
百
八
十
九
―
一

株
式
会
社
ザ
・
ク
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス

代
表
取
締
役

大

野

禄
太
郎

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

四
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東
京
都
中
央
区
京
橋
一
丁
目
十
一
番
二
号

株
式
会
社
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
ヴ
ァ
ン
ガ
ー
ド
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

代
表
取
締
役
社
長

白

川

篤

典

愛
知
県
名
古
屋
市
名
東
区
上
社
一
丁
目
九
百
一
番
地

株
式
会
社
ラ
イ
ト
オ
ン

代
表
取
締
役

横

内

達

治

茨
城
県
つ
く
ば
市
吾
妻
一
―
十
一
―
一

株
式
会
社
ハ
ニ
ー
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

江

尻

義

久

福
島
県
い
わ
き
市
鹿
島
町
走
熊
七
本
松
二
十
七
―
一

株
式
会
社
キ
ャ
ン
パ
ス

代
表
取
締
役

山

本

長

作

福
岡
県
北
九
州
市
小
倉
南
区
下
曽
根
一
―
十
四
―
十
九

む
じ
ゃ
き
な
天
使

瀬

口

美

香

中
津
市
中
央
町
二
丁
目
八
番
二
十
八
号

株
式
会
社
タ
ツ
ミ
ヤ

代
表
取
締
役

指

田

努

東
京
都
八
王
子
市
暁
町
一
―
三
十
二
―
十
三

株
式
会
社
谷
呉
服
店

代
表
取
締
役

谷

も
と
子

福
岡
県
筑
紫
野
市
二
日
市
中
央
二
丁
目
三
番
二
号

株
式
会
社
ジ
ー
ユ
ー

代
表
取
締
役

柚

木

治

山
口
県
山
口
市
佐
山
七
百
十
七
番
地
一

Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｋ

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｋ

松

本

圭

司

中
津
市
大
字
永
添
八
―
五
メ
ゾ
ン
ウ
ェ
ー
ブ
Ａ
棟
百
一
号
室

イ
オ
ン
モ
ー
ル
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉

田

昭

夫

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

４

変
更
の
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
日

二

届
出
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
九
日

三

関
係
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
期
間

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日
ま
で

２

縦
覧
場
所

大
分
県
商
工
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
業
振
興
課
及
び
大
分
県
北
部
振
興
局

四

そ
の
他

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
九

年
十
月
十
三
日
ま
で
に
意
見
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地
（
以

下
「
氏
名
等
」
と
い
う
。
）
を
記
載
し
た
意
見
書
を
大
分
県
北
部
振
興
局
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。な

お
、
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
縦
覧
に
お
い
て
、
氏
名
等
の
縦
覧
を
希
望
し
な
い
者

は
、
そ
の
旨
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
弥
生
大
字
井
崎
字
弥
越
五
番
二
〇
・
五
番
二
一
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に

限
る
。
）
、
五
番
二
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
報
（
告
示
）

五
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指
定
番
号

指

定

位

置

指
定
年
月
日

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

別
第
二
八
―

四
号

速
見
郡
日
出
町
大
字
豊
岡
字
下
西

屋
五
四
五
一
番
一

平
二
九
・

五
・
二
五

メ
ー
ト
ル

五
・
〇
〇

〜
四
・
〇
〇

メ
ー
ト
ル

六
六
・
四
八

○
公

告

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
林
水

産
大
臣
か
ら
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

佐
伯
市
大
字
池
田
字
大
谷
七
五
一
番
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
四
八
番
、
八
八
〇
番

一
、
八
八
〇
番
二
八

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
択
伐
に
よ
る
。

字
大
谷
七
四
八
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
七
五
一

㈡

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

㈢

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈣

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
大
分
県
農
林
水
産
部

森
林
保
全
課
及
び
大
分
県
南
部
振
興
局
並
び
に
佐
伯
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

大
分
県
告
示
第
三
百
六
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百

七
十
二
号
）
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
（
以
下
「
特
定
調
達
契
約
」
と
い
う
。
）
の
締
結
が
見
込
ま

れ
る
の
で
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

調
達
を
す
る
物
品
等
の
種
類

自
動
暗
号
化
シ
ス
テ
ム
等

一
式

二

競
争
入
札
の
参
加
者
の
資
格

１

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す

る
者
に
該
当
す
る
場
合

㈡

大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
（
平
成
二
十
年
大
分
県
告
示
第
百
四
十
八
号
。
以
下
「
告
示
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
さ
れ
、
定
め
ら
れ
た
期
間
を
経
過
し
て

い
な
い
場
合

㈢

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
得
て
い
な
い
場
合

㈣

県
税
を
滞
納
し
て
い
る
場
合

㈤

営
業
年
数
が
一
年
未
満
で
あ
る
場
合

㈥

経
営
者
等
（
法
人
に
あ
っ
て
は
役
員
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
、
個
人
に
あ
っ
て
は
そ
の

者
、
支
配
人
又
は
営
業
所
の
代
表
者
を
い
う
。
）
が
、
暴
力
団
関
係
者
（
暴
力
団
員
（
暴
力
団
員
に

よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規

定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
暴
力
団
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
と
交
わ
り
を
持
つ
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場

大
分
県
報
（
告
示
・
公
告
）

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日

六
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合
㈦

暴
力
団
関
係
企
業
等
（
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
が
経
営
を
支
配
し
、
又
は
利
用
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
企
業
又
は
団
体
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合

２

資
格
審
査
事
項
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈠

年
間
契
約
実
績
（
入
札
参
加
資
格
の
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
調
達
契
約
の
入
札
日
（
以
下

「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
営
業
年
度
の
直
前
の
営
業
年
度
（
決
算
が
基
準
日
ま
で
に
確
定

し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
決
算
の
確
定
し
て
い
る
営
業
年
度
。
以
下
「
基
準
年
度
」
と
い
う
。
）

の
販
売
等
の
実
績
を
い
う
。
）

㈡

経
営
規
模

イ

自
己
資
本
額
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
自
己
資
本
金
の
額
を
い
う
。
）

ロ

従
業
員
数
（
基
準
日
の
前
日
に
お
け
る
営
業
に
従
事
す
る
者
の
数
を
い
う
。
）

ハ

機
械
設
備
等
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
機
械
設
備
等
の
保
有
状
況
を
い
う
。
物
品
の
製
造

を
業
と
す
る
者
に
限
る
。
）

㈢

営
業
年
数
（
基
準
日
の
前
日
ま
で
の
営
業
年
数
を
い
う
。
）

㈣

流
動
比
率
（
基
準
年
度
の
決
算
に
お
け
る
流
動
資
産
の
額
を
流
動
負
債
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値

を
百
分
率
で
表
し
た
も
の
を
い
う
。
）

三

入
札
を
希
望
す
る
者
の
資
格
審
査
申
請
の
方
法
等

１

申
請
の
方
法

県
の
所
定
の
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
及
び
添
付
書
類
を
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

２

申
請
書
の
提
出
先
及
び
問
合
せ
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
八
七
〇
―
八
五
〇
一

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

電
話

〇
九
七
―
五
〇
六
―
二
九
五
七

３

申
請
の
時
期

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
七
月
十
二
日
ま
で
と
す
る
。

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

四

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
及
び
当
該
期
間
の
更
新
手
続

１

有
効
期
間

入
札
参
加
資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
か
ら
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
と
す

る
。

２

更
新
手
続

平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
後
、
入
札
参
加
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
告
示
に
基
づ
く
入
札
参
加

資
格
の
審
査
の
申
請
（
毎
年
七
月
に
申
請
受
付
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

五

競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
の
入
手
方
法

１

申
請
書
の
交
付
場
所

三
の
２
に
同
じ

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
://w
w
w
.p
re
f.o
ita
.jp
/so
sh
ik
i/2
0
1
0
0
/n
y
u
sa
tsu
2
0
1
7
.h
tm
l

六

競
争
入
札
参
加
資
格
の
取
消
し
等

１

競
争
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
そ
の
他
知
事
が
必
要

と
認
め
る
場
合
は
、
当
該
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
三
年
以
内
の
期
間
を
定
め
て
競
争

入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

㈠

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈡

告
示
第
二
条
各
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
判
明
し
た
場
合

㈢

告
示
第
四
条
第
二
項
及
び
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申
請
に
お
い
て
、
申
請
書
又
は
そ
の
添
付

書
類
に
虚
偽
の
記
載
を
し
、
そ
の
事
実
が
競
争
入
札
参
加
資
格
取
得
後
に
判
明
し
た
場
合

２

１
に
よ
り
競
争
入
札
参
加
資
格
を
取
り
消
し
、
又
は
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
と
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
当
該
入
札
参
加
資
格
を
取
得
し
た
者
に
通
知
す
る
。

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
公
告
す
る
。

平
成
２９
年
６
月
１３
日

大
分
県
知
事

広
瀬

勝
貞

１
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

⑴
入
札
件
名

自
動
暗
号
化
シ
ス
テ
ム
等
一
式
の
賃
貸
借
契
約

⑵
借
入
期
間

平
成
３０
年
３
月
１
日
か
ら
平
成
３５
年
２
月
２８
日
ま
で
（
６０
箇
月
）

（
地
方
自
治
法
（
昭
和
２２
年
法
律
第
６７
号
）
第
２３４
条
の
３
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
）

⑶
納
入
場
所

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課

２
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
に
関
す
る
事
項

⑴
大
分
県
が
発
注
す
る
物
品
等
の
製
造
の
請
負
及
び
買
入
れ
等
に
係
る
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必

要
な
資
格
を
取
得
し
た
者

大
分
県
報
（
公
告
）

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
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⑵
自
己
又
は
自
己
の
役
員
等
が
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
及
び
次
に
掲
げ
る
者

が
、
経
営
に
実
質
的
に
関
与
し
て
い
な
い
こ
と
。

ア
暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
３
年
法
律
第
７７
号
）

第
２
条
第
２
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

イ
暴
力
団
員
（
同
法
第
２
条
第
６
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ
暴
力
団
員
が
役
員
と
な
っ
て
い
る
事
業
者

エ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
雇
用
し
、
又
は
使
用
し
て
い
る
者

オ
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
と
下
請
契
約
又
は
資
材
、
原
材
料
の
購
入
契
約

等
を
締
結
し
て
い
る
者

カ
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
に
経
済
上
の
利
益
や
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
者

キ
役
員
等
が
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
と
社
会
通
念
上
ふ
さ
わ
し
く
な
い
交
際
を
有
す
る
な
ど
社
会
的

に
非
難
さ
れ
る
関
係
を
有
し
て
い
る
者

ク
暴
力
団
又
は
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
こ
れ
ら
を
利
用
し
て
い
る
者

⑶
納
入
し
よ
う
と
す
る
物
品
が
仕
様
を
満
た
す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
等
を
大
分
県
警
察
本
部
警
務
部

情
報
管
理
課
企
画
・
指
導
係
に
提
出
し
、
審
査
を
受
け
、
承
認
を
受
け
た
者

３
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
審
査
を
申
請
す
る
時
期
及
び
場
所

⑴
申
請
の
時
期

平
成
２９
年
６
月
１３
日
か
ら
同
年
７
月
１２
日
ま
で
（
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
く
。
）
の
午
前
９
時
か

ら
午
後
５
時
ま
で

な
お
、
申
請
者
が
期
日
以
降
に
申
請
を
希
望
す
る
場
合
は
、
そ
の
後
も
随
時
に
受
け
付
け
る
が
、
入

札
に
間
に
合
わ
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑵
申
請
書
類
の
提
出
先

大
分
県
会
計
管
理
局
用
度
管
財
課
物
品
調
達
班

〒
８７０
‐
８５０１

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７
‐
５０６
‐
２９５７

４
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
日
時

⑴
場
所

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
情
報
管
理
課
企
画
・
指
導
係

〒
８７０
‐
８５０２

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７
‐
５３６
‐
２１３１

⑵
日
時

平
成
２９
年
６
月
１３
日
か
ら
同
年
７
月
２４
日
ま
で
（
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
を
除
く
。
）
の
午
前

９
時
か
ら
午
後
５
時
４５
分
ま
で

５
入
札
書
及
び
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

⑴
使
用
言
語
日
本
語

⑵
通

貨
日
本
国
通
貨

６
入
札
書
の
提
出
場
所
及
び
提
出
期
限

⑴
提
出
場
所
大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
用
度
・
管
財
係

⑵
提
出
期
限
平
成
２９
年
７
月
２５
日
（
火
）
午
前
１０
時
００
分
。
た
だ
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
７
月
２４
日

（
月
）
午
後
５
時
４５
分
ま
で
に
必
着
す
る
こ
と
。

７
競
争
入
札
及
び
開
札
の
場
所
及
び
日
時
等

⑴
場

所
大
分
県
庁
舎
新
館
１３
階

１３３
会
議
室

⑵
日

時
平
成
２９
年
７
月
２５
日
（
火
）
午
前
１０
時
００
分

⑶
再
度
入
札
開
札
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
落
札
者
が
い
な
い
と
き
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

和
２２
年
政
令
第
１６
号
）
第
１６７
条
の
８
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
再
度
の
入
札
を
行
う
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
再
度
の
入
札
は
、
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
全
て
が
立
ち
会
っ
て

い
る
場
合
は
直
ち
に
そ
の
場
で
行
う
も
の
と
す
る
。

８
入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

免
除
す
る
。

９
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

契
約
金
額
の
１００
分
の
１０
以
上
の
契
約
保
証
金
を
納
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
は
、
契
約
保

証
金
の
全
部
又
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
。

⑴
保
険
会
社
と
の
間
に
県
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
し
た
と
き
。

⑵
過
去
２
年
間
に
国
（
公
団
を
含
む
。
）
又
は
都
道
府
県
と
種
類
及
び
規
模
を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
契
約

を
数
回
以
上
に
わ
た
っ
て
締
結
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
全
て
誠
実
に
履
行
し
、
か
つ
、
将
来
契
約

を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

１０
無
効
入
札
に
関
す
る
事
項

大
分
県
契
約
事
務
規
則
（
昭
和
３９
年
大
分
県
規
則
第
２２
号
）
第
２７
条
に
規
定
す
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
無
効
と
す
る
。

な
お
、
無
効
入
札
を
し
た
者
は
、
再
度
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
。

⑴
金
額
の
記
載
が
な
い
も
の

⑵
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
も
の

⑶
入
札
書
が
所
定
の
場
所
及
び
日
時
に
到
達
し
な
い
と
き
。

⑷
入
札
書
に
入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
記
名
が
な
く
、
入
札
者
が
判
明
で
き
な
い
と
き
。

１１
最
低
制
限
価
格
に
関
す
る
事
項

設
定
し
な
い
。

大
分
県
報
（
公
告
）

平
成
二
十
九
年
六
月
十
三
日
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○
正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

四

下

左
か
ら
十
四

十
四
時
〜

十
九
時
〜

１２
入
札
説
明
書
の
交
付
に
関
す
る
事
項

⑴
交
付
場
所

上
記
６
の
⑴
に
同
じ

⑵
交
付
日
時

上
記
４
の
⑵
に
同
じ

１３
落
札
者
の
決
定
の
方
法

⑴
有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
を

し
た
も
の
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
。

⑵
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
２
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
札
者
に
く

じ
を
引
か
せ
て
落
札
者
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
入
札
者
の
う
ち
く
じ
を
引
か
な
い

者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
え
て
、
当
該
入
札
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
る
も
の

と
す
る
。

１４
入
札
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称

大
分
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課
用
度
・
管
財
係

〒
８７０
‐
８５０２

大
分
市
大
手
町
３
丁
目
１
番
１
号
電
話

０９７
‐
５３６
‐
２１３１

１５
特
約
事
項

こ
の
入
札
に
係
る
契
約
は
、
地
方
自
治
法
第
２３４
条
の
３
に
規
定
す
る
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
た
め
、

契
約
の
締
結
の
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
係
る
歳
入
歳
出
予
算
の
減
額

又
は
削
減
が
あ
っ
た
場
合
は
、
契
約
の
相
手
方
と
契
約
を
解
除
で
き
る
も
の
と
す
る
。

１６
そ
の
他

⑴
上
記
２
の
⑵
に
掲
げ
る
資
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
、
大
分
県
警
察
本
部
に
照
会
す
る
場

合
が
あ
る
。

⑵
そ
の
他
の
詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

⑶
こ
の
調
達
は
、
世
界
貿
易
機
関
（
Ｗ
Ｔ
Ｏ
）
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け

る
。

１７
S
u
m
m
a
ry

⑴
N
a
tu
re
a
n
d
q
u
a
n
tity
o
f
p
ro
d
u
cts
to
b
e
re
n
te
d

T
e
rm
in
a
l
e
q
u
ip
m
e
n
t
a
n
d
o
th
e
rs
co
m
p
le
te
se
t
fo
r
a
u
to
m
a
tic
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d
in
g
sy
ste
m
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T
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r
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n
d
e
r
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平
成
二
十
九
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